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Ⅰ．調査概要 

1. 調査目的 

この調査は、男女共同参画社会に関する意識と生活実態を把握し、次期（第 4 次）備前市男女共同参画基本

計画の基礎資料とするとともに、今後の男女共同参画施策推進のための参考とすることを目的として実施しました。 

2. 調査方法 

本調査の実施概要は以下のとおりです。 

項目 内容  

①調査対象  市内在住の 18歳以上 75歳未満の男女 2,000 人  

②抽出方法  2020（令和 2）年７月１日現在で満 18歳以上 75歳未満の市民から無作為抽出  

③調査方法  調査票を郵送で配布し、郵送で回収  

④調査期間  
2020（令和２）年７月６日（月）～７月２０日（月）  

※８月１４日（金）到着分までを集計・分析  

3. 回収結果 

※市民意識調査の回収結果です。R2年は男女共同参画に関するもののみ実施しました。 

項目＼年度 H22 H23 H24 H25 H27 H29 R1 R2年 

抽出数（件） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 3,000 2,000 

返送数（件） 8 11 8 7 0 6 0 1 

実送付（件） 1,992 1,989 1,992 1,993 2,000 2,494 3,000 1,999 

有効回答数（件） 811 892 702 844 815 836 945 640 

有効回答率（％） 40.6 44.8 35.2 42.3 40.8 33.5 31.5 32.0 

注）返送は、転居先不明などにより返ってきたものです。 

 

4. 留意点 

(1) 結果は百分率で表示しました。百分率は小数点第２位を四捨五入したため、比率の合計が１００％と一致し

ない場合があります。 

(2) 一部の人を対象とする質問では、質問対象者数を分母にして算出しています。 

(3) 複数回答の場合の百分率の合計は、100％を超えます。 

(4) 二重回答や判読不能の回答などは、無回答に含めています。 
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II．調査結果 

1. 男女共同参画社会の推進に関して 

男女共同参画社会の推進に関する質問の調査結果は以下のとおりです。 

 

① 日ごろの家庭での役割分担 

日ごろの家庭での役割分担に関する調査（問１ あなたの家庭では、日ごろ次のような役割を主に誰が

行っていますか？）の結果、①食事の用意、②食事の後片付け、③掃除、④洗濯、⑤買い物は「主として

妻・母」が役割を担っているが 7 割から 6 割程度となっています。また、➅子どものしつけや教育、⑦乳幼児の

世話や育児、⑧介護や看護は「主として妻・母」が役割を担っているが 3 割程度となっています。⑨近所や親

類の付き合いは「夫婦同程度」が 4 割程度となっています。⑩自治会や町内会活動は「主として夫・父」「夫

婦同程度」が役割を担っているが同程度となっています。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①食事の用意

②食事の後片付け

③掃除

④洗濯

⑤買い物

⑥子どものしつけや教育

⑦乳幼児の世話や育児

⑧介護や看護

⑨近所や親類の付き合い

⑩自治会や町内会活動

主として

夫・父

主として

妻・母

夫婦

同程度

主として

子ども

家族分担 その他 無回答

 

役割
主として

夫・父

主として

妻・母

夫婦

同程度

主として

子ども
家族分担 その他 無回答 計

①食事の用意 18 482 43 5 36 49 7 640

②食事の後片付け 28 420 69 11 58 47 7 640

③掃除 26 427 74 3 52 49 9 640

④洗濯 26 454 49 8 44 48 11 640

⑤買い物 25 380 121 3 49 49 13 640

⑥子どものしつけや教育 14 190 135 7 22 207 65 640

⑦乳幼児の世話や育児 3 207 44 8 20 286 72 640

⑧介護や看護 15 187 61 4 27 290 56 640

⑨近所や親類の付き合い 85 149 271 1 60 61 13 640

⑩自治会や町内会活動 209 111 189 5 42 69 15 640  
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② 男性と女性の優遇 

男性と女性の優遇に関する調査（問２ ①あなたは、社会通念、慣習、社会制度について、男性と女性

ではどちらが優遇されていると思いますか？）の結果、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が 367

件（57.3％）ともっとも多く、次いで「男女平等になっている」が 88 件（13.8％）、「男性の方が非常に優

遇されている」が 65件（10.2％）となっています。 

男女の優遇 回答数 割合 n=640

どちらかといえば男性の方が優遇されている 367 57.3%

男女平等になっている 88 13.8%

男性の方が非常に優遇されている 65 10.2%

どちらかといえば女性の方が優遇されている 24 3.8%

女性の方が非常に優遇されている 7 1.1%

わからない 86 13.4%

無回答 3 0.5%

合計 640 100.0%

367

88

65

24

7

86

3

 

 

また、前問（問２）で「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」と

回答した 432 名を対象とした、男性の方が優遇されている理由に関する調査（問２-１ 男性の方が優遇

されている原因についてあてはまると思う番号を 3 つまで選んでください）の結果、「男女の役割分担について

社会通念、慣習・しきたりなどが根強いと思うから」が 344 件ともっとも多く、次いで「男性のほうが政策・方針

の決定にかかわる役職についている人が多いと思うから」が 206 件、「男女の平等について、男性の問題意識

が低いと思うから」が 142件となっています。 

男性が優遇されている理由 回答数 割合 n=432

男女の役割分担について社会通念、慣習・しきたりなどが根強いと思うから 344 79.6%

男性のほうが政策・方針の決定にかかわる役職についている人が多いと思うから 206 47.7%

男女の平等について、男性の問題意識が低いと思うから 142 32.9%

能力を発揮している女性を適正に評価する環境や機会が欠けていると思うから 124 28.7%

女性が能力を発揮できる環境や機会が充分でないと思うから 119 27.5%

育児や介護などを男女がともに担うためのサービスや制度がないと思うから 102 23.6%

専業主婦に有利な税制や社会保障制度が男女の役割分担を助長していると思うから 35 8.1%

男女の平等について、女性の問題意識が低いと思うから 25 5.8%

女性の意欲や能力が男性に比べて劣っていると思うから 14 3.2%

その他 13 3.0%

合計 1,124 －

344

206

142

124

119

102

35

25

14
13
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③ 女性の就業 

女性の就業に関する調査（問３ あなたは、女性の就業について、どう思いますか？）の結果、「子どもが

できても、ずっと仕事を続ける方がよい」が 277 件（43.3％）ともっとも多く、次いで「結婚・出産を機に仕事

をやめ、子どもが大きくなったら再び就業した方がよい」が 218件（34.1％）となっています。 

女性の就業 回答数 割合 n=640

子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい 277 43.3%

結婚・出産を機に仕事をやめ、子どもが大きくなったら再び就業した方がよい 218 34.1%

子どもができるまでには仕事をやめる方がよい 5 0.8%

女性は就業しない方がよい 4 0.6%

わからない 47 7.3%

その他 79 12.3%

無回答 10 1.6%

合計 640 100.0%

277

218

5

4

47

79

 

 

 

④ 女性が役職（管理職）に登用されていない理由 

女性が役職（管理職）に登用されていない理由に関する調査（問４ あなたは、女性が政策・方針の

決定にかかわる役職（管理職）にあまり登用されていない理由は何だとお考えですか？）の結果、「男性優

位の組織運営になっているから」が 193 件（30.2％）ともっとも多く、次いで「結婚･出産を機に仕事をやめ

る人が多いから」が 144件（22.5％）となっています。 

女性が役職（管理職）に登用されない理由 回答数 割合 n=640

男性優位の組織運営になっているから 193 30.2%

結婚･出産を機に仕事をやめる人が多いから 144 22.5%

家庭、職場、地域における性別役割分担があるから 73 11.4%

家事・育児等家庭を優先的に考えるため、責任ある役職につきたくないから 64 10.0%

家庭の支援・協力が得られないから 45 7.0%

女性の能力の発揮機会が不十分だから 35 5.5%

女性側の積極性がないから 22 3.4%

職場や会議などに女性の構成員が少ないから 21 3.3%

その他 33 5.2%

無回答 10 1.6%

合計 640 100.0%

193

144

73

64

45

35

22

21

33

10
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⑤ 男女の役割に対する意識 

男女の役割に対する意識に関する調査（問５ あなたは、男女の役割分担に対する意識についてどう思

いますか？）の結果、「男女とも仕事を持ち、家庭でも責任を分担するのがよい」が 419 件（65.5％）と

もっとも多く、次いで「男女の固定的な役割分担にとらわれず、女性が仕事を持ち、男性が家庭にいるのもよ

い」が 103件（16.1％）となっています。 

男女の役割分担に対する意識 回答数 割合 n=640

男女とも仕事を持ち、家庭でも責任を分担するのがよい 419 65.5%

男女の固定的な役割分担にとらわれず、女性が仕事を持ち、男性が家庭にいるのもよい 103 16.1%

男女とも仕事を持ち、家庭のことは女性が責任を持つのがよい 30 4.7%

男性は仕事、女性は家庭にいるのがよい 25 3.9%

その他 33 5.2%

わからない 26 4.1%

無回答 4 0.6%

合計 640 100.0%

419

103

30

25

33

26

4

 

 

 

⑥ 男女共同参画社会の実現のために行政がすべきこと 

男女共同参画社会の実現のために行政がすべきことに関する調査（問６ あなたは、男女共同参画社

会の実現のために行政がすべきことは何だと思いますか？（○は 3 つまで））の結果、「保育サービスや学童

保育など仕事と子育ての両立支援の充実」が 350 件ともっとも多く、次いで「病人や高齢者などの介護等に

対する社会的サービスの充実」が 296件、「出産休暇や育児休業などの制度の充実」が 271件となっていま

す。 

男女共同参画社会の実現のために行政がすべきこと 回答数 割合 n=640

保育サービスや学童保育など仕事と子育ての両立支援の充実 350 54.7%

病人や高齢者などの介護等に対する社会的サービスの充実 296 46.3%

出産休暇や育児休業などの制度の充実 271 42.3%

職場における男女平等な取り扱い等の周知徹底 180 28.1%

学校教育、社会教育などの場での男女の平等と相互の理解や協力についての学習の充実 147 23.0%

女性の政策決定の場への積極的登用 115 18.0%

女性の就労機会の確保と就業教育や訓練の充実 95 14.8%

町内会など、地域コミュニティ活動における男女共同参画の推進 64 10.0%

リーダー養成など女性の人材育成の推進 64 10.0%

男女共同参画社会にかかわる情報の収集・提供 56 8.8%

女性に対する暴力の防止及び被害者の支援促進 35 5.5%

広報紙、講演会などによる男女の平等や慣習の見直しなどの啓発 33 5.2%

その他 20 3.1%

合計 1,726 －

350

296

271

180

147

115

95

64

64

56

35

33

20

 

 

 



6 
 

 

 

⑦ DV（ドメスティック・バイオレンス）と思われる行為 

DV（ドメスティック・バイオレンス）と思われる行為に関する調査（問７ あなたは、今まで DV（ドメス

ティック・バイオレンス）と思われる行為を受けたことがありますか？）の結果、「いいえ」が 558 件（87.2％）、

「はい」が 44件（6.9％）となっています。 

DVと思われる行為を受けたことがある 回答数 割合 n=640

はい 44 6.9%

いいえ 558 87.2%

わからない 33 5.2%

無回答 5 0.8%

合計 640 100.0%

44

558

33

5

 

 

また、前問（問７）で「はい」と回答した 44名を対象とした、DV（ドメスティック・バイオレンス）と思われる

行動の種類に関する調査（問７-１ あなたは、次のどの行為を受けましたか？あてはまる番号すべてに○）

の結果、「暴言を吐く、脅す、無視するなどの精神的暴力を受けた」が 34 件ともっとも多く、次いで「殴る、蹴

る、物を投げつけるなどの身体的暴力を受けた」が 17件となっています。 

受けたことがあるDVと思われる行為 回答数 割合 n=44

暴言を吐く、脅す、無視するなどの精神的暴力を受けた 34 77.3%

殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体的暴力を受けた 17 38.6%

子どもの前でばかにされたり、責められたりされた（子どもを巻き込んだ暴力） 13 29.5%

外出を制限する、携帯電話・スマートフォンをチェックする、友人、親戚との付き合いを

禁止するなどの社会的暴力を受けた
6 13.6%

見たくないポルノビデオを見せられたり、いやがっているのに性的行為を強要されたり、

避妊に協力してくれないなどの性的暴力を受けた
3 6.8%

生活費を入れてくれない、外で働くことを妨げるなどの経済的暴力を受けた 2 4.5%

その他 4 9.1%

合計 79 －

34

17

13

6

3

2

4

 

 

さらに、前々問（問 7）で「はい」と回答した 44 名を対象とした、DV（ドメスティック・バイオレンス）と思わ

れる行動を受けたときの相談先に関する調査（問 7-2 DV（ドメスティック・バイオレンス）と思われる行為を

受けたとき、どこへ相談しましたか？あてはまる番号すべてに○）の結果、「どこへも相談しなかった」が 22 件、

「友人・知人」が 13件、「親族」が 10件となっています。 
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DVと思われる行為を受けたときの相談先 回答数 割合 n=44

どこへも相談しなかった 22 50.0%

友人・知人 13 29.5%

親族 10 22.7%

警察 4 9.1%

弁護士 3 6.8%

市や県(女性相談所、男女共同参画推センターなど)の相談窓口 3 6.8%

民間の相談機関 2 4.5%

人権擁護委員 1 2.3%

民生委員・児童委員 0 0.0%

医師・カウンセラーなど 0 0.0%

その他 1 2.3%

合計 59 －

22

13

10

4

3

3

2

1

0

0

1

 

 

 

⑧ DV（ドメスティック・バイオレンス）をなくすために必要な支援や対策 

DV（ドメスティック・バイオレンス）をなくすために必要な支援や対策に関する調査（問 8 あなたは、DV

（ドメスティック・バイオレンス）をなくすには、どのような支援や対策が必要だと思いますか？（○は 3 つま

で））の結果、「ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることの周知・啓発」が 293 件、「加

害者への罰則の強化」が 227 件、「被害者への身の安全を保障できる場所（シェルター等）の提供」が

218件となっています。 

DVをなくすために必要な支援や対策 回答数 割合 n=640

ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることの周知・啓発 293 45.8%

加害者への罰則の強化 227 35.5%

被害者への身の安全を保障できる場所（シェルター等）の提供 218 34.1%

被害者への弁護士、警察、裁判所などによる法的援助 199 31.1%

被害者への相談窓口をふやしたり、相談窓口の情報提供 169 26.4%

被害者への経済的な自立に向けた支援 166 25.9%

お互いの人権を大切にする教育の充実 138 21.6%

加害者への指導やカウンセリング 128 20.0%

被害者支援サポーターとして身近に相談できる人を養成する 79 12.3%

被害者への医師、カウンセラーなどの医療・心理的援助 71 11.1%

被害者に対する周囲の理解と協力 59 9.2%

暴力等を防止するためのセミナー、イベントなどの充実 18 2.8%

被害者への民間支援グループなどによる援助 11 1.7%

その他 18 2.8%

合計 1794 －

293

227

218

199

169

166

138

128

79

71

59

18

11

18

 

 

 

⑨ 性的マイノリティの人権に関する問題 

性的マイノリティの人権に関する調査（問９ あなたは、性的マイノリティの人権に関し、現在、特にどのよう

な問題が起きていると思いますか？（〇は３つまで））の結果、「性的指向及び性別違和のある人に対する

理解が不足していること」が 353 件、「職場・学校で、いやがらせやいじめを受けること」が 340 件、「差別的

な言動を受けること」が 324件となっています。 
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性的マイノリティの人権に関する問題 回答数 割合 n=640

性的指向及び性別違和のある人に対する理解が不足していること 353 55.2%

職場・学校で、いやがらせやいじめを受けること 340 53.1%

差別的な言動を受けること 324 50.6%

就職・職場で不利な扱いを受けること 264 41.3%

じろじろ見られたり、避けられたりすること 207 32.3%

経済的に自立が困難なこと 48 7.5%

アパートなどの住宅への入居が容易でないこと 29 4.5%

宿泊施設・店舗などへの入居や施設利用を拒否されること 24 3.8%

その他 30 4.7%

合計 1619 －

353

340

324

264

207

48

29

24

30

 

 

 

 

⑩ 性的マイノリティの人権が守られるために必要なこと 

性的マイノリティの人権が守られるために必要なことに関する調査（問１０ 性的マイノリティの人権が守ら

れるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか？（〇は３つまで））の結果、「学校などでの子どもた

ちの学習機会」が 293 件、「就労において差別されないような企業への働きかけ」が 264 件、「専門の相談

窓口」が 214件となっています。 

性的マイノリティの人権を守るために必要なこと 回答数 割合 n=640

学校などでの子どもたちの学習機会 293 45.8%

就労において差別されないような企業への働きかけ 264 41.3%

専門の相談窓口 214 33.4%

広報紙やホームページ、講演会など、市民の理解促進のための啓発活動 204 31.9%

パートナーシップ証明書の発行など、社会制度の見直し 190 29.7%

制服やトイレなど、教育現場での配慮 188 29.4%

性の多様性について交流を行うコミュニティスペース 114 17.8%

当事者へのアンケート調査 61 9.5%

性的マイノリティ支援宣言 57 8.9%

その他 29 4.5%

合計 1614 －

293

264

214

204

190

188

114

61

57

29
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2. 自由意見 

「男女共同参画社会に関することでご意見がありましたら、自由にご記入ください。」の結果は以下のとおりです。 
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15 
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3. 回答者の属性 

(1) 性別 

回答者の性別は、「女性」が 58.1％、 

「男性」が 40.5％となっています。 

 

                     

 

 

 

 

(2) 年齢 

回答者の年齢は、「60歳代」が 31.6％と 

もっとも高い割合となっており、次いで、 

「50歳代」が 17.8％、「70歳代」が 

17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

(3) 居住地 

回答者の居住地は、「備前地域」が 70.9％、 

「日生地域」が 16.4％、「吉永地域」が 11.6％ 

となっています。 

 

 

 

 

 

 

男性, 
259, 

40.5%
女性, 
372, 

58.1%

その他, 
1, 0.2%

無回答, 
8, 1.3%

市民意識調査の回答者

 

10歳代, 
11, 1.7% 20歳代, 

51, 8.0%

30歳代, 
59, 9.2%

40歳代, 
85, 13.3%

50歳代, 
114, 

17.8%60歳代, 
202, 

31.6%

70歳代, 
112, 

17.5%

無回答, 
6, 0.9%

市民意識調査の回答者

 

備前地

域, 454, 
70.9%

日生地

域, 105, 
16.4%

吉永地

域, 74, 
11.6%

無回答, 
7, 1.1%

市民意識調査の回答者

文書の重要な部分を引用して読者の注

意を引いたり、このスペースを使って

注目ポイントを強調したりしましょ

う。このテキスト ボックスは、ド

ラッグしてページ上の好きな場所に配

置できます。] 
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III．巻末資料（調査票） 

 

 

令和2年度 

備前市男女共同参画社会の推進に関する市民意識調査 

 

 

市民意識調査へのご協力のお願い 
 

 備前市では男女が共に支え合い、輝いて生きることができるまちづくりを進めています。この調査は、男

女共同参画社会に関するお考えをお聞かせいただき、今後の施策の参考とすることを目的としています。

質問に対する回答は、この調査票に直接ご記入いただき、返信用封筒にてご返送ください。 

 この調査は無記名でご回答いただき、調査の結果は統計的にのみ処理いたしますので、ご理解・ご協

力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

令和2年７月     

備 前 市 長  
 

アンケートは、同封の「返信用封筒」に入れ、 

令和2年７月２０日（月）までにご投函してください。 

 

 

ご記入にあたってのお願い 

１． 質問には、必ず本人（封筒の宛名の方）がお答えください。 

２． この調査にはお名前を記入する必要はありません。個人の秘密は厳守いたしますので、普段ご自分

が考えていること、または行っていることがあればご意見をお聞かせください。 

３． 回答は、あてはまる答えの番号を一つだけ選ぶもの、あるいは複数選ぶものがございます。お手数

ですが質問を確認のうえ、番号に〇をおつけください。 

４． 質問の中には、〇をつけた番号により、次の質問が問われるものがありますのでご注意ください。 

５． お答えが、「その他」の場合には、番号に〇をつけ（  ）内に内容をお書きください。 

６． この調査に関するご質問、ご意見などがございましたら、下記までお問合わせください。 

《問合わせ先》 

備前市 市民生活部 市民協働課  

人権・男女共同参画係 

〒705-8602 備前市東片上１２６   

                   TEL：６４-１８２３                  

                   FAX：６４-１８４７                  

E-mail: bzkyoudou@city.bizen.lg.jp 

mailto:bzkyoudou@city.bizen.lg.jp
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問１ あなたの家庭では、日ごろ次のような役割を主に誰が行っていますか？ 

各項目ごとにあてはまる番号を１つずつ選んで○をつけてください。 

※あてはまるものがない場合はその他を選択してください 

 
主として

夫・父 

主として

妻・母 

夫婦 

同程度 

主として

子ども 
家族分担 ※その他 

１ 食事の用意 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

2 食事の後片付け １ ２ ３ ４ ５ ６ 

３ 掃除 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

4 洗濯 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

5 買い物 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

６ 子どものしつけや教育 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

7 乳幼児の世話や育児 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

８ 介護や看護 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

９ 近所や親類との付き合い １ ２ ３ ４ ５ ６ 

10 自治会や町内会活動 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

問２ あなたは、社会通念、慣習、社会制度について、男性と女性ではどちらが優遇されていると思いますか？ 

あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

１ 男性の方が非常に優遇されている            ２ どちらかといえば男性の方が優遇されている 

３ 男女平等になっている                      ４ 女性の方が非常に優遇されている 

５ どちらかといえば女性の方が優遇されている    ６ わからない 

 

問２-1 問２で「１ 男性の方が非常に優遇されている」、「２ どちらかといえば男性の方が優遇されている」と 

答えた方におたずねします。男性の方が優遇されている原因について、あてはまると思う番号を３つまで 

選んで○をつけてください。 
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１ 男女の役割分担についての社会通念、慣習・しきたりなどが根強いと思うから 

２ 女性が能力を発揮できる環境や機会が十分でないと思うから 

３ 能力を発揮している女性を適正に評価する環境や機会が欠けていると思うから 

４ 男性のほうが政策・方針の決定にかかわる役職についている人が多いと思うから 

５ 男女の平等について、男性の問題意識が低いと思うから 

６ 男女の平等について、女性の問題意識が低いと思うから 

７ 女性の意欲や能力が男性に比べて劣っていると思うから 

８ 育児や介護などを男女がともに担うためのサービスや制度がないと思うから 

９ 専業主婦に有利な税制や社会保障制度が男女の役割分担を助長していると思うから 

10 その他（                                                                        ） 

 

問３ あなたは、女性の就業について、どう思いますか？ 

あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

１ 子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい 

２ 結婚・出産を機に仕事をやめ、子どもが大きくなったら再び就業した方がよい 

３ 子どもができるまでには仕事をやめる方がよい 

４ 女性は就業しない方がよい 

５ わからない 

６ その他（                                                                 ） 

 

問４ あなたは、女性が政策・方針の決定にかかわる役職（管理職）にあまり登用されていない理由は何だとお考

えですか？ あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

※国会議員における女性の割合は全体の１４．４％ (２０２０年１月１日現在) 
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１ 家庭、職場、地域における性別役割分担があるから 

２ 結婚・出産を機に仕事をやめる人が多いから 

３ 男性優位の組織運営になっているから 

４ 家族の支援・協力が得られないから 

５ 女性側の積極性がないから 

６ 女性の能力の発揮機会が不十分だから 

７ 職場や会議などに女性の構成員が少ないから 

８ 家事・育児等家庭を優先的に考えるため、責任ある役職につきたくないから 

９ その他（                                                                  ） 

 

問５ あなたは、男女の役割分担に対する意識についてどう思いますか？ 

あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

１ 男性は仕事、女性は家庭にいるのがよい 

２ 男女とも仕事を持ち、家庭のことは女性が責任を持つのがよい 

３ 男女とも仕事を持ち、家庭でも責任を分担するのがよい 

４ 男女の固定的な役割分担にとらわれず、女性が仕事を持ち、男性が家庭にいるのもよい 

５ わからない 

６ その他（                                                                ） 

問６ あなたは、男女共同参画社会の実現のために行政がすべきことはなんだと思いますか？ 

重要だと思うものを３つまで選んで○をつけてください。 
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１ 病人や高齢者などの介護等に対する社会的サービスの充実 

２ 保育サービスや学童保育など仕事と子育ての両立支援の充実 

３ 学校教育、社会教育などの場での男女の平等と相互の理解や協力についての学習の充実 

４ 出産休暇や育児休業などの制度の充実 

５ 町内会など、地域コミュニティ活動における男女共同参画の推進 

６ 職場における男女平等な取り扱い等の周知徹底 

７ 女性の就労機会の確保と就業教育や訓練の充実 

８ 女性の政策決定の場への積極的登用 

９ 男女共同参画社会にかかわる情報の収集・提供 

10 広報紙、講演会などによる男女の平等や慣習の見直しなどの啓発 

11 リーダー養成など女性の人材育成の推進 

12 女性に対する暴力の防止及び被害者の支援促進 

13 その他（                                                                  ） 

 

問７ あなたは、今まで※DV（ドメスティック・バイオレンス）と思われる行為を受けたことがありますか？ 

あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、夫婦（恋人）間暴力のこと

で、パートナーからの暴力をいいます。殴る、蹴るなどの身体的暴力、

言葉による精神的暴力、性的暴力などがあります。一般に「ＤＶ」と

略して使われます。 

 

 

問７-１  問７で「１ はい」と答えた方におたずねします。あなたは、次のどの行為を受けましたか？     

 あてはまる番号全てに○をつけてください。 

１ 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体的暴力を受けた 

２ 暴言を吐く、脅す、無視するなどの精神的暴力を受けた 

３ 見たくないポルノビデオを見せられたり、いやがっているのに性的行為を強要されたり、避妊に協

力してくれないなどの性的暴力を受けた 

４ 生活費を入れてくれない、外で働くことを妨げるなどの経済的暴力を受けた 

５ 外出を制限する、携帯電話・スマートフォンをチェックする、友人、親戚との付き合いを禁止するな

どの社会的暴力を受けた 

６ 子どもの前でばかにされたり、責められたりされた（子どもを巻き込んだ暴力） 

７ その他（                                                                  ） 

 

１ はい 

２ いいえ 

３ わからない 
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問７-２ 問７で「1 はい」と答えた方におたずねします。ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と思われる行為を受けた

とき、どこへ相談しましたか？ 

あてはまる番号全てに○をつけてください。 

１ 親族                        ２ 友人・知人 

３ 民生委員・児童委員           ４ 医師・カウンセラーなど 

５ 弁護士                      ６ 人権擁護委員 

７ 警察                        ８ 市や県(女性相談所、男女共同参画推進センターなど) 

の相談窓口                         

９ 民間の相談機関             10 どこへも相談しなかった 

11 その他（                                                               ） 

 

問８ あなたは、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）をなくすためには、どのような支援や対策が必要だと思います

か？必要だと思う番号を３つまで選んで○をつけてください。 

 

 

１ ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることの周知・啓発 

２ 被害者への身の安全を保障できる場所（シェルター等）の提供 

３ 被害者への相談窓口をふやしたり、相談窓口の情報提供 

４ 被害者への弁護士、警察、裁判所などによる法的援助 

５ お互いの人権を大切にする教育の充実 

６ 暴力等を防止するためのセミナー、イベントなどの充実 

７ 被害者への経済的な自立に向けた支援 

８ 被害者への医師、カウンセラーなどの医療・心理的援助 

９ 被害者に対する周囲の理解と協力 

10 被害者への民間支援グループなどによる援助 

11 被害者支援サポーターとして身近に相談できる人を養成する 

12 加害者への指導やカウンセリング  

13 加害者への罰則の強化 

14 その他（                                                               ） 
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   問９ あなたは、性的マイノリティの人権に関し、現在、特にどのような問題が起きていると思います

か？ 

３つまで選んで○をつけてください。 

※性的マイノリティとは、何らかの意味で「性」の在り方が多数派と異なる人のことです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10 性的マイノリティの人権が守られるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか？ 

３つまで選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職場・学校で、いやがらせやいじめを受けること 

２ 就職・職場で不利な扱いを受けること 

３ 差別的な言動を受けること 

４ じろじろ見られたり、避けられたりすること 

５ アパートなどの住宅への入居が容易でないこと 

６ 宿泊施設・店舗などへの入居や施設利用を拒否されること 

７ 性的指向及び性別違和のある人に対する理解が不足していること 

８ 経済的に自立が困難なこと 

９ その他（                                                                 ） 

１ 広報紙やホームページ、講演会など、市民の理解促進のための啓発活動 

２ 性の多様性について交流を行うコミュニティスペース 

３ 専門の相談窓口 

４ 性的マイノリティ支援宣言 

５ パートナーシップ証明書の発行など、社会制度の見直し 

６ 当事者へのアンケート調査 

７ 学校などでの子どもたちの学習機会 

８ 制服やトイレなど、教育現場での配慮 

９ 就労において差別されないような企業への働きかけ 

10 その他（                                                                ） 
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問11 最後にあなた自身のことについてお尋ねします。それぞれの項目ごとにお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会に関することでご意見がありましたら、自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご協力ありがとうございます。アンケートは、同封の「返信用封筒」に入れ、令和 2年７月２０日（月）までに 

ご投函してください。 

（１）あなたの性別は？（〇は１つ） 

１ 男 

２ 女 

３ その他（体と心の性別に違和感がある人等） 

（２）あなたの居住地は？（〇は１つ） 

１ 備前地域 

２ 日生地域 

３ 吉永地域 

（３）あなたの年齢は？（令和2年4月1日現在の

満年齢で選んでください。〇１つ） 

１ １０歳代 

２ ２０歳代 

３ ３０歳代 

４ ４０歳代 

５ ５０歳代 

６ ６０歳代 

７ ７０歳代 
 

 

 

 

 


